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はしがき 

 本報告書は，平成 12 年度～平成 14 年度科学研究費補助金（基盤研究(C)(2)）

の補助を受けた「遺伝医学・遺伝相談に関する倫理的・法的諸問題の比較法的

研究」（課題番号１２６２０００４）の研究成果報告書である。研究者の非力の

ゆえもあって満足すべき研究成果は得られなかったが，遺伝子診断・検査，遺

伝子解析研究，遺伝相談に関する倫理的・法的諸問題を一応カバーし得たので

はないかと思う。今後は，本研究の成果をもとにして，より細かい分析とより

視野を広く取った考察に努めたいと念じている。 

丸山英二 

 

研 究 組 織        

      研究代表者：丸山英二（神戸大学大学院法学研究科教授） 
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（金額単位：千円） 

 直 接 経 費 間 接 経 費 合  計 

平成１２年度 １，５００    ０  １，５００ 

平成１３年度 １，１００    ０  １，１００ 

平成１４年度   ９００    ０    ９００ 

総  計 ３，５００    ０  ３，５００ 
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